
ＢＣＰ策定に関する
無料相談

令和4年度交付金事業

介護事業者の皆様へ

2021年4月施行「令和３年度介護報酬改定における改定事項
について」内で、2024年4月から介護業でのBCP策定が義務づ
けられました。

●BCP策定について
厚労資料の考え方・組織としての対応
から記入方法まで指導します。長期的
には、訓練の実施とマニュアルの変更。
最終的な地域連携を見据えた対応を指
導いたします。

雇用管理全般のご相談も受け付け中
働きやすい職場環境づくりのために

●処遇改善加算について（申請書類の作成や実績報告）
●助成金の申請・活用 （使える助成金の申請方法）
●ハラスメント全般
●就業規則の見直し
就業規則の再確認（法改正への対応等）

●人事考課など評価制度
●労働契約書の見直し・利用契約書の見直し
★その他、疑問があれば、まず相談を・・・・

1回2時間 年度内3回まで

【お申込み方法】
FAX⇒裏面の相談申込書
スマホ・タブレットなどから

●基礎から始めるＢＣＰ
・ハザードマップの活用
・安否確認（利用者・職員）
・事前の確認・準備
・その他
ＢＣＰ策定マニュアルに
沿ってポイントを説明

介護事業者の事業継続計画（BCP)
作成支援ツール
【自然災害編】

社会福祉法人 〇〇会

特別養護老人ホーム〇〇〇〇用

施設（入所）通所/訪問/居宅用

（公財）介護労働安定センター※斜体の赤い太文字にて記載例があります

●BCP策定マニュアル

オンライン相談も
可能です。

●業務改善のご相談
BCP策定の過程で発生する業務の見直
し、雇用関係の問題点も併せてご相談
いただけます。



（法人名） （事業所名）

ﾌﾘｶﾞﾅ　　

 e-mail

連絡先

年 月 人

●具体的にご記入ください。

　　□　訪問（対面）を希望 □オンラインを希望

　　□　スマホ・タブレットを使用できる　　　□その他

　　□特記事項（要望）

●相談希望場所（いずれか〇をつけてください）

（　　）自事業所 （　　）介護労働安定センター東京支部

（　　）コンサルタント事務所 （　　）その他　　　　　　　　　　　　　　　

●相談希望日時（1回あたり2時間まで） 調整を致しますので複数ご記入ください。

第1希望 年　　　月　　　日（　　）　　　時　　　分～　　　時　　　分

第2希望 年　　　月　　　日（　　）　　　時　　　分～　　　時　　　分

第3希望 年　　　月　　　日（　　）　　　時　　　分～　　　時　　　分

今後開催予定の有料講習・セミナーの募集チラシに関して、いずれかにチェックをお願いします。

コンサル個別

ご相談の申込書
下記に必要事項を記載のうえＦＡＸ送信願います。 　　　    　　　  　　申込日   令和   　 年        月         日

（必ずチェックしてください）

賛助会員入会状況

（該当に○印）
会員　　・　　非会員　　・　　入会検討中

法人名および

事業所名

氏   名

相談者

事業開始年月 労働者数

ご相談内容

相談方法

役職

介護労働者雇用管理責任者の選任 □　している　　　　　　　　　□　していない

事業内容

（該当に○印、複数可）

・訪問介護　・デイサービス　・特別養護老人ホーム　・有料老人ホーム

・グループホーム　・老人保健施設　・その他（　　　　　　　　　　）

所在地
〒

★必ずご記入ください

TEL                              FAX  

【特定商取引法改正に伴う有料講習ＦＡＸ等広告送信の承諾について】

ＤＭ・メール・ＦＡＸ等による送信・送付案内を　　　□承認する　　□承認しない

※当センターのプライバシーポリシーに基づき申込等の内容は、厳重に管理し、ご本人の了解なしに第三者へ提供されることはありません。

オンラインを

希望の場合

※オンライン相談の場合、事前に資料をご送付頂く場合があります。

FAX 03-5901-3062


